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入札監視委員会の審議概要について

記　者　発　表　資　料

　　　沖縄総合事務局開発建設部 入札監視委員会（令和３年度第２回）が、
　　令和３年１２月２４日（金）に沖縄総合事務局において開催されました。

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ８ 日

～美ら島の未来を拓く～

沖 縄 総 合 事 務 局



令和３年１２月２４日（金）　沖縄総合事務局　２階　共用会議室DE　

委員長 　中 村　真 也    （琉球大学農学部教授）

委   員 　井 上　むつき   （税理士）

委   員 　田 村　ゆかり   （弁護士）　

委   員 　中 田  幸 造    （琉球大学工学部教授）

委   員 　仲 地    　健    （沖縄国際大学産業情報学部教授）

（委員は５０音順：敬称略）

令和３年４月１日～令和３年９月３０日

総件数 7 　件 （備考）

一 般 競 争
（ 政 府 調 達 ）

1 　件
○

一 般 競 争 3 　件

公 募 型 指 名 競 争 0 　件

工 事 希 望 型 競 争 0 　件

通 常 指 名 競 争 0 　件

随 意 契 約 0 　件

2 　件

1 　件

　委員会による意見の具申
　又は勧告の内容

な　　し

工
事

　
建設コンサルタント業務等

役務の提供等及び物品の製造等

　委員からの意見・質問、
　それに対する回答等

意　見　・　質　問　 回　　　　　　　答

別紙のとおり 別紙のとおり

抽出案件についての審議に続いて、
入札・契約に関する状況等、対象期
間における発注案件、指名停止措置
の運用状況、再度入札における工事
別一位不動状況及び一者入札推移
について定例報告を行った。

抽 出 案 件

沖縄総合事務局開発建設部 入札監視委員会（令和３年度第２回） 審議概要

開催日及び場所

委員　　

審議対象期間



（別　紙）

抽出事案

1 工事

◆

○ ・ 調査基準価格以下の入札であり、その場合は施工体制調査とな
り資料提出が必要になる。その資料が提出されなかったため入
札無効となった。

○ ・ 本工事は技術提案評価型（S型）であり、技術提案の内容は点数
で評価しているが、予定価格は、標準案に基づき作成することに
なっている。

○ ・ 評価係数の項目については、当局では３名でヒアリングを行って
いる。「技術提案評価基準及び得点配分」に記載のヒアリング内
容・評価の視点を踏まえ評価基準に基づき評価を実施している。

○ ・ 今回、１０者以上応募があった場合には点数で上位１０者に絞る
予定であったが、競争参加を申請した業者が９者であったため、
全者を選定した。

◆

○ ・ 入札前に入札参加者から積算内容に関する詳細な質問が提出
されており、それについて当局も回答できる範囲で回答してい
る。積算システム等を使用することでかなり精度の高い入札金額
が導き出せるということに加えて、今年度から予定価格並びに調
査基準価格についても万円単位で設定しており今まで以上に入
札価格と調査基準価格が合致しやすくなっている。

○ ・ 短期間での追加資料の作成・提出を求めており、仮に資料提出
した場合でも、提出後に施工体制確認のためのヒアリングが実
施されるなど、さらなる負担も生じることから、これまでの事例で
は資料提出を求められた時点で辞退する者が多い。

○ ・ 本工事は岸壁築造工事で多数の工種で構成されており、積算基
準に基づき予定価格を組み上げていくが、その過程において歩
掛の構成や能力計算する上での係数の考え方、使用する船舶・
機械の損料の考え方など具体的な内容である。

○ ・ すべての入札でこういう事象が起こるわけではなく、類似のケー
スは多くない。

○ ・ 昨今の建設工事における技術者の不足という社会背景に鑑み、
技術者に求める実績は企業の実績より緩和し入札に参加しやす
い形をとった。

本工事の見直し加算点調書で１者が「施工体制審査の追
加資料提出辞退のため無効」となっているが、追加資料提
出を辞退する入札参加者は多いのか。

入札前の入札参加者から積算内容に関する詳細な質問
があるとのことだが、どのような質問内容か。

本工事の競争参加資格で「同種性」が認められる工事の
施工実績についてはa)岸壁においてケーソン据付（仮置き
を除く）を施工した実績、b)港湾施設においてコンクリート
舗装を施工した実績の２つを求めているが、配置予定技術
者についてはa)岸壁においてケーソン据付（仮置きを除く）
の施工実績だけを求めているのはなぜか。

本工事の落札者と調査基準価格未満の入札者の価格差
が1万円しかないが、こういうケースは多いのか。

本工事の入札調書に記載の調査基準価格では落札業者
の落札金額と調査基準価格が全く同一であるが、こういう
ことはあるのか。

意　　見　・　質　　問 回　　答

那覇第２合同３号館（Ｒ３）建築工事

「見直し加算点算定調書」の備考欄に２者が「施工体制確
認資料提出辞退のため入札無効」と記載されているが、そ
の理由は何か。

令和３年度那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（ー１２ｍ）築
造工事（第２次）

本工事では技術提案を求める評価項目の課題２として施
工合理化技術等を「活用した効率的な施工方法について
の工夫とその効果」を求めているが、施工合理化技術等を
考えた結果がコストに反映され入札価格が低くなったとい
うことは考えられるため、技術提案に基づき予定価格を作
成するべきではないか。

（総合評価得点結果）に技術提案１と技術提案２があり、
配置予定技術者（ヒアリング）評価係数の項目があるが、
１者だけ０．７５という評価になっているが、どのような評価
の仕組み、基準になっているのか。

本工事では「段階的選抜方式」を実施しているが、一次審
査の点数で上位１０者に絞ることが行われるということか。
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◆

○ ・ ダムや河川水門等に関する操作盤は特殊で汎用性がなく、製作
可能な者も限定される。今回更新する機器を最初に製作したの
は本工事の落札者であり、機器は国土交通省で定めている標準
仕様書に準じていること、また完成図書や製作に必要な資料に
ついては要望があれば開示可能であり、専門業者であれば製作
は可能と考えている。なお、点検歩廊の部分取替については金
額が大きくなく分離して発注した場合、応札が困難という懸念が
あり工種区分も同一である機械設備の中で発注を行った。

○ ・ 複数の配置予定技術者を挙げてくる理由は聴取していないため
想定になるが、受注者も様々な工事にエントリーをしている中
で、受注者として技術者配置の選択肢を持ちたいという戦略があ
るのではないかと推測される。

◆

○ ・ 応札者には他者の存在は把握できない。

○ ・ 半日弱程度である。

2

◆

○ ・ 本件業務の業務内容である道路許認可審査件数が事務所全体
で６００件を想定しており、そのうち１５０件が出張所が担当して
処理する内容であり、それが「その３」業務である。それ以外の４
５０件は事務所で処理するものであり、それを２２５件ずつ分割し
て発注したため、契約金額も同一になったと思われる。

○ ・ 本件入札後、入札説明書を入手した者に確認したところ「業務の
履行体制が確保できなかった」「監理技術者の手持ちの業務量
の都合で技術者の確保が困難なため応札に至らなかった」との
回答があった。

◆

○ ・ 本業務は海域での濁りを計測するという比較的単純な業務であ
り、調査を行う船舶等が手配できれば業務履行が可能であるた
め低い価格で応札されたものと推測される。なお、入札に不参加
となった理由については聴取していないが、本業務に対する技
術者等の確保が困難だったのではないかと推測される。

○ ・ 本業務は簡易公募型に準じた価格競争入札方式であり、技術評
価審査表で業務の実施体制の確認を行っているが、それに対し
て評価を行うことはしていない。

○ ・ 「参加資格確認審査表」では１つでも有していない項目があった
場合は参加資格がないと判定される。また、計測結果について
は海上工事の実施にあたり周辺の漁業者に対し濁りを出さない
との約束があり、本件業務の遂行にあたり業務内容を担保する
観点から同種又は類似業務実績を求めている。

令和３・４年度南部国道道路許認可審査等（その１）
業務

本業務は「その１」であるが、それ以外にも「その２」「その
３」があり、いずれも4月1日付で同一業者が落札している。
また、「その１」「その２」は契約金額も同一である。「その
１」「その２」「その３」は、どのように業務を分けているの
か。

入札説明書を入手した者は５者だったとのことであるが、１
者応札になった理由はどのようなことが考えられるか。

那覇港水質監視調査業務

本業務は落札率が４０%弱であるが、その理由はどういう
事があると考えるか。また１者が最終的に入札に不参加と
なっているがその理由は聞いているか。

本業務の「参加資格確認審査表」においては、１つでも有
していない項目があった場合には参加資格がないと判定
されるのか。また「参加表明者の経験及び能力」の項目
中、「同種又は類似業務実績の有無」を求めているが、こ
れは応札の門戸を狭めることにはならないのか。

本業務は金額のみで落札者が決定しているが、技術評価
審査表で参加表明者の経験及び能力や予定管理技術者
の経験及び能力を評価しているが、この内容を入札にど
のように反映しているのか。

令和３年度管内ダム放流設備等補修工事

本工事における放流設備操作盤は、更新前のそれも今回
の落札者と同一だが、その者しかできないものなのか。
また施工内容に「点検歩廊の部分取替」があるが、対象の
箇所は更新機器とは別の箇所であり、なぜ本工事に含め
ているのか。

意　　見　・　質　　問 回　　答

本工事の落札業者は配置予定技術者について４名申請し
ているが、評価の一番低い方が評価対象になることが業
者はわかっている中で、敢えて複数の配置技術者を挙げ
るてくる利点は何か。

平良港（漲水地区）物揚場改良工事

１回目の入札が６，０００万円で２回目の入札が４，５８０万
と２０%以上入札価格を下げて入札されているが、これだけ
価格が下がっているのは応札者に他には応札者がいない
ことが把握できているのか。

1回目の入札と2回目の入札ではどれくらいの時間の間隔
があったか。

建設コンサルタント業務等
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◆

○ ・ 「物品の購入」については調査基準価格の設定がない。予定価
格の算定については、当局において過去に木材のみを調達した
事例がないため、全国の寺社仏閣等へ納入実績のある者や沖
縄県内で木材を調達し建物を建築した工事業者から参考見積を
徴収してその平均を算出し予定価格を設定したものである。落札
業者も参考見積を徴収した者の１者であるが、最も低い価格で
参考見積を提出しており、ほぼ同価格で応札している。なお、落
札業者は多くの寺社仏閣に対して木材の納入実績があり、また
国内最大級の木材の自社倉庫を有しており、かつ自社林も保有
していることなども含めてこの価格で納入が可能と考えたと思わ
れる。品質の確保については、発注者として、木材の専門家の
立会の元で監督・検査を実施し厳格な品質確保を求めることとし
ている。

○ ・ 本購入では品質を確保するため一定の納入実績を要件とした
が、欠格となった４者については納入実績を確認するために当局
へ提出した契約書や納品書では、当局が提示した数量・規格等
の納入実績が確認できなかったため欠格とした。

○ ・ 木材業者を対象とした「木材納入実績」、建築業者を対象とした
建築工事の際の「木材調達の実績」を対象として加えることで、
幅広く参加できるよう要件を設定した。

1

2

3

4

5

入札・契約に関する状況等

対象期間における発注案件について

指名停止措置の運用状況

再度入札における工事別一位不動状況

一者入札推移

定例報告

役務の提供等及び物品の製造等

首里城正殿構造材（大径材）購入

本購入は落札率が約５３%であるが、この落札価格で品質
は担保できるのか。

「競争参加資格の設定等」で木材の「納入実績」と木材の
「調達の実績」とあるが、どう違うのか。

本購入の一般競争参加資格の確認結果では４者が「木材
調達の実績が確認できなかった」とされているが、参加す
る際には要件を充たすと考えて参加したと思われるが、そ
れでも欠格となったのは要件が厳しいためか。

意　　見　・　質　　問 回　　答


